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地域経済の活性化を図るため、販路開拓に取り組む町内の 

小規模事業者の方を対象に補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の重点支援地方交付金活用事業 

令和８年度 

吉岡町小規模事業者販路開拓等支援補助金のご案内
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（１）次のいずれにも該当する小規模事業者 

 

 

 

 

 

 
１　補助対象者

 〈対象業種について〉 

① 商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く） 

¡ 他者から仕入れた商品を販売する（他者が生産したものに付加価値をつけるこ

となく、そのまま販売する）事業 

¡ 在庫性・代替性のない価値（個人の技能をその場で提供する等の流通性がない

価値）を提供する事業 

② サービス業のうち宿泊業・娯楽業 

¡ 宿泊を提供する事業（また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供

する事業も含む。）（日本標準産業分類：中分類７５（宿泊業）） 

¡ 映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯する

サービスを提供する事業（日本標準産業分類：中分類８０（娯楽業）） 

③ 製造業 

¡ 自者で流通性のあるもの（ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含

む）を生産する事業 

¡ 他者が生産したものに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事

業（在庫性のある商品を製造する事業） 

¡ 自者で生産、捕獲・採取した農水産物を販売する事業 

④ その他 

¡ 商業・サービス業、宿泊業・娯楽業、製造業に当てはめることが難しい事業 

¡ 区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合 

 〈常時使用する従業員の数について〉 

本事業において以下の方は「常時使用する従業員の数」に含めないものとします。 

① 会社役員（ただし従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。） 

② 個人事業主本人及び同居の親族従業員 

③ （申請時点で）育児休業中、介護休業中、傷病休業中または休職中の社員（法令

や社内就業規則等に基づいて休業または休職措置が適用されている者） 

④ 以下のいずれかの条件に該当するパートタイム労働者等 

¡ 日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節

的業務に４か月以内の期間を定めて雇用される者（ただし所定の期間を超えて

引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。） 

¡ 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員（※１）」の所定労

働時間に比べて短い者（「１日の労働時間および１か月の所定労働日数が４分

の３以下」または「１週間の労働時間および１か月の所定労働日数が４分の３以

下」の場合に限ります。） 

 

 

 対象業種 常時使用する従業員の数
 ①商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く） ５人以下
 ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 　２０人以下
 ③製造業　④その他 　２０人以下
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（２）　事業所の所在地が吉岡町内にあり、創業から１年以上経過している者であること。 

（３）　支店又はフランチャイズ店（他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴とな

る標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。）

でないこと。 

（４）　吉岡町暴力団排除条例（平成２４年吉岡町条例第１５号）第２条第１号に規定する暴力団又は同

条第２号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（５）　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に

規定する風俗営業に該当する者及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う業種若しく

はこれに類する業種でないこと。 

（６）　事業内容が、法令及び公序良俗に反しないこと。 

（７）　町税等（町税（吉岡町税条例（昭和３０年吉岡村条例第２８号）第３条に規定する町税をいう。）及

び国民健康保険税（吉岡町国民健康保険条例（昭和３５年吉岡村条例第６３号）第１１条に規定する

国民健康保険税をいう。）の滞納がないこと。 

（８）　この補助金の交付に係る経費について他の補助金等を重複して受けていないこと。 

（９）　過去にこの補助金の同一の補助対象事業の補助を受けていないこと。 

 

※以下の業種は、補助対象者から除きます。 

医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者（林業者及び水産業者を

含む。）、協同組合等の組合（企業組合及び協業組合を除く。）、一般社団法人、公益社団法人、一

般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特

定非営利活動法人（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第１３号に定める収益事業（法人税

法施行令（昭和４０年政令第９７号）第５条に規定される３４事業をいう。）を行っている者で認定特

定非営利活動法人でないものを除く。）、任意団体 

 

 

 

※１，０００円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。 

※補助対象経費の合計額が１０万円以上の事業に限ります。 

　※補助対象経費は、消費税及び地方消費税額を除きます。 

応募件数について 

¡ 一交付対象者につき補助対象事業ごとにそれぞれ1回までです。 

¡ 同一年度において一交付対象者が複数の補助対象事業に係る補助金の交付を受

けることが出来ません。 

 ※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事務所において通常の従業員と判断さ

れる従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃

金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

 
２　補 助 額

 補助限度額　　３０万円
 　補助率　　　　１／２



4 

 

 

 

 

 

 
３　補助対象経費

 
①広報事業

 新たな販路の開拓に資するために取り組む広報事業。 

ただし、既存の広報媒体の改修の場合は、新たな販路開拓につながることが判明する青果物が必

要となります。

 〈補助対象経費例〉 

ウェブサイトの作成及び改修。チラシ、ＤＭ、カタログ、会社案内パンフレットの作成及び改修並び

に発送。包装資材の作成及び改修。新聞、雑誌及びインターネット等への広告の作成及び掲

載。ＥＣモールへの出店（登録料等初期費用に限る）。看板の作成及び改修並びに設置。インバ

ウンドに対応する広告の作成及び掲載。試供品（販売用商品と明確に異なるもの）及び販促品

（商品またはサービスの宣伝広告が掲載されているもの）の製造に要する経費。その他の販路

開拓等の広報に必要な経費として町長が認めた経費。
 〈対象とならない経費例〉　 

試供品（販売用商品と同じものを試供品として用いる場合）。販促品（商品及びサービスの宣伝

広告の掲載がない場合）。名刺等（デザイン等掲載内容による）。商品及びサービスの宣伝広告

を目的としない看板（新設を除くほか、設置場所、デザイン等掲載内容による）。求人広告。文房

具等の事務用品等の消耗品代（販促品・チラシ・ＤＭ等を自社で内製する場合でも、ペン類、クリ

アファイル、用紙代、インク代及び封筒等の購入は対象外）。補助事業期間外の広告の掲載や配

布物の配布。ウェブサイトのＳＥＯ対策のみの実施で効果や作業内容が不明確なもの。 

※既存の広告媒体を単に更新するものは対象になりません。

 
②展示会等出展事業

 新たな取引先または事業提携先の開拓のための国内において開催される展示会、見本市、その他

これらに類する出展事業。 

ただし、広く一般に公開されていないもの、販売を主目的としているもの及び品評会等を趣旨とした

催事を除きます。。
 〈補助対象経費例〉 

　　　会場の小間の借上及び装飾並びに展示物の輸送に要する経費。展示会等に要する保険料。

インバウンド対応に要する経費。その他の販路開拓等のための展示会等への出展に必要な経

費として町長が認めた経費。 

 〈対象とならない経費例〉 

　　　旅費（移動に要する経費）。自家用車等で展示物を輸送した場合の経費。レンタカー代。駐車

場代。宿泊代。飲食代。日当。文房具等の消耗品代等。 
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令和８年６月１日（月）～９月３０日（水）　午前８時３０分～午後５時１５分 

※役場閉庁日（土曜日、日曜日、祝日）は除きます。 

※予算に達した時点で申請受付を終了します。 

 

　所定の【申請書】に必要事項をご記入のうえ【関係書類】を添えて申請してください。 

申請場所：吉岡町役場産業観光課産業振興室（⑤番緑色の窓口） 

 

申請書などは町HPでダウンロードできます 

　①吉岡町小規模事業者販路開拓等支援補助金交付申請書（様式第１号） 

　②様式第１号別紙 

¡ 支出の根拠となる２社以上の見積書を添付 

¡ 既存の広告媒体の改修は、当該写真またはプリントアウトした資料を添付 

¡ 機械装置の設置は、当該写真またはプリントアウトした資料を添付 

　③町税等の完納証明書 

¡ 完納証明書は、吉岡町役場税務会計課へ申請し取得してください。 

¡ 完納証明書の取得に必要なもの 

□ 本人確認書類（運転免許証等）。 

※法人の場合は、代表者であることを確認できる書類(現在事項全部証明書または履歴

事項全部証明書の写し等)の提示を求められる場合があります。 

※代表者以外が取得する場合は、代表者印を押印した委任状が必要になります。 

□ 証明手数料３００円 

証明手数料はご負担願います。 

 
③機械装置導入事業

 新たな販路の開拓に資する耐用年数が１年以上の機械装置の購入及び設置事業。ただし、汎用性

がある等、目的外使用になり得る経費や所有権のないものは除きます。

 〈補助対象経費例〉 

自動販売機、冷凍冷蔵庫、トイレ、特殊印刷プリンター、３Dプリンター、什器。その他の販路開拓

の機械装置導入に必要な経費として町長が認めた経費。
 〈対象とならない経費例〉 

　パソコン、タブレットＰＣ及び周辺機器（ハードディスク・ＬＡＮ・Ｗｉ－Ｆｉ・サーバー・ウェブカメラ・ヘッ

ドセット・イヤホン・スキャナー・ルーター・ＰＣソフト等）、テレビ、ラジオ、電話機（ファックス含む）、コピ

ー機、自動車等車両（キッチンカー含む）、バイク、自転車等、消耗品代、原材料代。 

　　　　※既存の機械装置の更新、修理は対象になりません。

 
４　申請受付期間

 
５　申請方法

 
６　提出書類



6 

　④次の申請者の区分に応じた書類 

　　ア　法人（特定非営利活動法人を除く。） 

　　　(ア)　直近の貸借対照表及び損益計算書の写し 

　　　(イ)　直近の法人税確定申告書の写し 

　　　(ウ)　現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し 

　　イ　特定非営利活動法人 

　　　(ア)　直近の貸借対照表及び活動計算書の写し 

　　　(イ)　直近の法人税確定申告書の写し 

　　　(ウ)　現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し 

　　ウ　個人 

　(ア)　直近の確定申告書の写し 

　(イ)　収支内訳書または所得税青色申告決算書の写し 

 (ウ)　写真付身分証明書の写し（マイナンバーカード、運転免許証等） 

 

７　補助事業の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 

 

助 

 

金 

 

申 

 

請 

 

者

①交付申請：申請受付期間に申請                           → 
申請内容のヒアリング 

 
←　②交付決定：申請内容の審査・交付の可否を通知 
 

③事業の実施：交付決定後に補助事業を実施 
 

④事業の変更：変更時は変更承認の申請 
※変更申請を行わずに事業内容を変更した場合は 
交付決定を取消す場合があります。 

※増額の変更申請は認められません。　 
※変更時にも見積書は2通必要です　　　　　　　→ 

 
←　⑤交付決定の変更：変更承認申請内容の審査・変更の可否を通知 
 

⑥事業の完了（実績報告）：完了日から１か月以内または　　　　　　　　→ 
令和９年２月２６日（金）までに実績報告 

 
←　⑦補助金の確定：実績報告の内容審査・補助金額の確定を通知 
 

⑧補助金の請求：請求書を提出　　　　　　　　　　　　　　→ 
 

←　⑨補助金の交付：指定の口座へ振込

吉 

 

岡 

 

町 

 

産 

 

業 

 

観 

 

光 

 

課
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８　主な留意事項 

以下の事項等について、補助事業者の方に遵守していただきます。 

必ず、ご一読、ご了承の上で申請を行うよう、お願いいたします。 

 

◯補助金の支払いは精算払いです。一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払いを済ませて

いただく必要があります。 

◯補助事業における経理処理等に指定があります。経費の支出に伴う契約手続き、支払方法等につ

いては、町の指示に従っていただく事項があり、普段の商取引で使用しない手続きや書類も、必ず取

り交わしていただく必要があります。 

　　ア　契約及び購入については、契約書の取り交わし（または注文書・発注書）、納品書の受領、請求

書に基づく支出が必要です。 

　　　 　※契約等取り交わし名や納品書・請求書の宛名は申請書と同名にしてください。 

イ　支払いは、原則として普通口座による銀行振込で行ってください。現金払（小口のものを除きま

す。）、手形決済、小切手払い、相殺払い、クレジットカード払いなどの支払方法は、補助対象とし

て認められません。 

　   　　※小口のもので、やむをえず現金払いをされた場合は領収書を受領してください。 

　　ウ　銀行振込を行う際、他の取引との混合支払いは認められません。 

　◯交付決定後に、事業内容・金額等の変更を行う場合は、事前に変更承認申請書の提出をしてくださ

い。変更申請を行わずに変更した場合は、交付決定を取消す場合があります。なお、増額の変更申

請は一切認められません。 

　　　　※交付決定金額の１０％を超えない変更で事業内容に変更がない等の軽微な場合は、変更

承認申請を省略することができます。この場合、実績報告時に変更後の見積書の提出をし

てください。 

　◯実績報告書には、経費支出の証拠書類、契約書等、納品書及び請求書の写し、成果品（実績）が確

認出来る写真または資料及び誓約書（本補助金交付要綱に関すること）の添付が必要となります。　 

※支払いは、原則として普通口座による銀行振込で行ってください。現金払（小口のものを除きま

す。）、手形決済、小切手払い、相殺払い、クレジットカード払いなどの支払方法は、補助対象とし

て認められません。 

　　　※小口のもので、やむをえず現金払いをされた場合は領収書を受領してください。 

　◯補助事業により取得等した財産については、所有権は補助事業者に帰属しますが、財産を取得した

日から耐用年数の経過する日までの期間において善良な管理者の注意をもって管理・保管してくだ

さい。


